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議案第６４号生駒市自治基本条例の一部を改正する条例の制定につ

いてに対する修正の動議について 

 

このことについて、地方自治法第１１５条の２及び生駒市議会会議規則第１６

条の規定により、別紙のとおり案文を添え修正案を提出いたします。 

 



 

 

（別紙） 

議案第６４号生駒市自治基本条例の一部を改正する条例の制定につ 

いてに対する修正案 

 

議案第６４号生駒市自治基本条例の一部を改正する条例の制定についての一部

を次のように修正する。 

本則に１章を加える改正規定中 

「(1) 学識経験のある者 

(2) 市議会議員           を 

(3) その他市長が必要と認める者」 

  

「(1) 学識経験のある者 

  (2) 市民 

  (3) 市議会議員           に改める。 

 (4) その他市長が必要と認める者」 

 

 


